
　

二
〇
一
二
年
の
韓
国
大
統
領
選
挙
で

は
「
経
済
民
主
化
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に

な
っ
た
の
は
記
憶
に
新
し
い
。
そ
の
背

景
に
は
、
李
イ
・
ミ
ョ
ン
バ
ク

明
博
前
政
権
時
代
に
加
速

し
た
財
閥
・
大
企
業
偏
重
の
市
場
・
経

済
構
造
に
よ
っ
て
富
の
公
正
な
分
配
が

阻
害
さ
れ
、
一
九
九
七
年
の
ア
ジ
ア
通

貨
危
機
以
降
に
本
格
的
に
拡
大
し
始
め

た
経
済
格
差
が
さ
ら
に
広
が
っ
た
と
す

る
国
民
の
強
い
不
満
が
あ
る
。
し
か

し
、
李
政
権
期
に
は
以
前
の
盧ノ
・
ム
ヒ
ョ
ン

武
鉉
政

権
期
と
比
べ
て
果
た
し
て
本
当
に
経
済

格
差
は
拡
大
し
た
の
か
、
そ
の
実
態
が

十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
は
言

い
難
い
。
し
た
が
っ
て
、
所
得
や
賃
金

格
差
を
は
じ
め
と
す
る
経
済
格
差
の
こ

れ
ま
で
の
動
向
を
把
握
す
る
こ
と
は
、

朴パ
ク
・
ク
ネ

槿
恵
新
政
権
に
課
せ
ら
れ
た
格
差
問

題
の
所
在
を
探
る
う
え
で
重
要
で
あ
ろ

う
。

　

本
稿
の
目
的
は
、
急
速
な
高
齢
化
が

進
む
韓
国
の
経
済
格
差
が
二
〇
〇
〇
年

代
以
降
ど
の
よ
う
に
推
移
ま
た
は
変
化

し
、
今
後
ど
の
よ
う
な
問
題
へ
発
展
し

て
い
く
可
能
性
が
あ
る
の
か
を
考
察
す

る
こ
と
に
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
所
得

格
差
の
動
向
や
特
徴
の
変
化
、
そ
の
要

因
と
し
て
提
起
さ
れ
る
雇
用
形
態
間
の

賃
金
・
待
遇
格
差
や
高
い
自
営
業
比

率
、
若
年
層
の
就
職
難
、
高
齢
者
の
所

得
保
障
体
系
と
所
得
再
分
配
政
策
の
効

果
な
ど
を
検
討
す
る
。

●
所
得
格
差
の
動
向

　

所
得
格
差
の
程
度
を
測
る
指
標
と
し

て
、
一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に
ジ

ニ
係
数
が
あ
る
。
表
1
に
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
単
身
世
帯
お
よ
び
農
家
を
含
む

全
世
帯
と
両
者
を
除
く
二
人
以
上
世
帯

で
は
と
も
に
、
市
場
所
得
（
勤
労
所
得

＋
事
業
所
得
＋
財
産
所
得
＋
私
的
移
転

所
得
）
と
可
処
分
所
得
（
市
場
所
得
＋

公
的
移
転
所
得
［
年
金
・
公
的
扶
助
等
］

―
非
消
費
支
出
［
租
税
・
社
会
保
障
負

担
等
］）
の
ジ
ニ
係
数
は
リ
ー
マ
ン
・

シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
金
融
危
機
が
発
生
し

た
二
〇
〇
八
〜
〇
九
年
に
最
も
高
い
数

値
を
記
録
し
て
お
り
、
そ
の
後
は
若
干

減
少
す
る
も
の
の
高
止
ま
り
が
続
い
て

い
る
。
ま
た
、
全
世
帯
よ
り
も
二
人
以

上
世
帯
の
ジ
ニ
係
数
の
ほ
う
が
低
い
こ

と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
李
政
権

期
に
は
所
得
格
差
は
経け
い

時じ

的て
き

に
拡
大
し

た
と
判
断
す
る
の
は
や
や
早
計
で
あ
ろ

う
。
世
帯
主
が
一
八
歳
以
上
六
五
歳
未

満
の
現
役
世
帯
で
も
、
市
場
所
得
と
可

処
分
所
得
の
ジ
ニ
係
数
は
同
様
の
傾
向

を
示
し
て
い
る
が
、
六
五
歳
以
上
の
高

齢
者
世
帯
で
は
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク

以
降
も
ジ
ニ
係
数
は
継
続
的
に
上
昇
し

て
お
り
、
数
値
自
体
も
現
役
世
帯
よ
り

相
当
高
い
こ
と
か
ら
、
高
齢
者
間
の
所

得
格
差
が
深
刻
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ

れ
る
。

　

ジ
ニ
係
数
と
と
も
に
所
得
格
差
を
測

る
指
標
と
し
て
、
表
2
に
は
所
得
五
分

表 1　ジニ係数の推移
全世帯 二人以上世帯 現役世帯 高齢者世帯

市場 可処分 市場 可処分 市場 可処分 市場 可処分

2003 － － 0.292 0.277 0.277 0.266 0.478 0.405

2004 － － 0.301 0.283 0.286 0.273 0.458 0.383

2005 － － 0.306 0.287 0.290 0.275 0.455 0.386

2006 0.330 0.306 0.312 0.291 0.294 0.278 0.462 0.388

2007 0.340 0.312 0.321 0.295 0.299 0.280 0.474 0.403

2008 0.344 0.314 0.323 0.296 0.302 0.282 0.471 0.402

2009 0.345 0.314 0.320 0.294 0.298 0.279 0.465 0.387

2010 0.341 0.310 0.314 0.288 0.290 0.272 0.487 0.400

2011 0.342 0.311 0.313 0.288 0.287 0.270 0.505 0.418

（出所）統計庁「家計動向調査」各年度。

表 2　所得五分位階級比率（p80/20）の推移
全世帯 二人以上世帯 現役世帯 高齢者世帯

市場 可処分 市場 可処分 市場 可処分 市場 可処分

2003 － － 5.00 4.43 4.40 4.09 22.0 9.5

2004 － － 5.27 4.61 4.65 4.28 16.6 8.2

2005 － － 5.53 4.75 4.79 4.35 18.6 8.7

2006 6.65 5.38 5.74 4.83 4.87 4.36 19.4 8.1

2007 7.09 5.60 6.05 4.95 4.99 4.39 19.2 9.3

2008 7.38 5.71 6.16 4.98 5.09 4.41 20.6 9.6

2009 7.70 5.75 6.14 4.95 5.03 4.41 25.9 9.4

2010 7.74 5.66 6.03 4.81 4.83 4.26 27.0 9.6

2011 7.86 5.73 6.00 4.80 4.70 4.16 31.1 10.8

（出所）表 1と同じ。
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位
階
級
に
よ
る
下
位
二
〇
％
（
第
Ⅰ
階

級
）
に
対
す
る
上
位
二
〇
％
（
第
Ⅴ
階

級
）
の
平
均
所
得
ベ
ー
ス
で
み
た
比
率

（
市
場
・
可
処
分
）
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で
も
ジ
ニ
係
数
の
場
合
と
同
様

に
、
全
世
帯
と
二
人
以
上
世
帯
で
は
所

得
比
が
二
〇
〇
八
〜
〇
九
年
を
ピ
ー
ク

に
そ
の
後
も
高
止
ま
り
が
続
く
傾
向
が

み
ら
れ
る
と
と
も
に
、
二
人
以
上
世
帯

よ
り
も
単
身
世
帯
や
農
家
を
含
む
全
世

帯
で
そ
の
比
率
が
高
い
こ
と
が
確
認
さ

れ
る
。
ま
た
、
現
役
世
帯
よ
り
も
高
齢

者
世
帯
で
の
所
得
比
が
顕
著
に
高
く
、

高
齢
者
世
帯
で
は
現
役
世
帯
と
は
異
な

り
近
年
に
お
い
て
も
上
昇
傾
向
が
続
い

て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
所
得
高
齢
者
と

低
所
得
高
齢
者
の
所
得
格
差
は
拡
大
し

て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
市
場
所
得
に
比

べ
て
可
処
分
所
得
の
比
率
は
大
き
く
下

が
っ
て
い
る
た
め
、
老
齢
年
金
や
公
的

扶
助
と
い
っ
た
社
会
保
障
制
度
に
よ
る

所
得
移
転
は
一
定
程
度
機
能
し
て
い
る

と
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
世
帯
の
中
位
所
得
（
世

帯
構
成
員
数
の
調
整
済
み
）
の
五
〇
〜

一
五
〇
％
に
位
置
す
る
中
間
層
の
規
模

は
、
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
に
は
一
時
的

に
増
加
す
る
局
面
も
み
ら
れ
た
が
、
後

半
以
降
は
減
少
の
一
途
を
辿
っ
て
い

る
。
そ
の
一
方
で
、
低
所
得
層
（
中
位

所
得
五
〇
％
未
満
）
と
高
所
得
層
（
同

一
五
〇
％
超
過
）
の
規
模
は
緩
や
か
に

増
加
し
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
高

所
得
層
の
所
得
増
加
率
が
最
も
高
い
の

に
対
し
て
、
中
間
層
以
下
の
伸
び
率
は

相
対
的
に
低
く
、
一
部
の
中
間
層
は
高

所
得
層
に
上
昇
す
る
も
の
の
、
低
所
得

層
に
転
落
す
る
中
間
層
も
多
い
要
因
が

あ
る
。

　

次
に
、
世
帯
中
位
所
得
の
五
〇
％
を

基
準
に
算
出
さ
れ
た
相
対
的
貧
困
率
の

推
移
を
み
る
と
（
図
1
）、
全
体
的
に

緩
や
か
な
上
昇
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、

二
人
以
上
世
帯
で
は
リ
ー
マ
ン
・

シ
ョ
ッ
ク
以
降
は
逆
に
減
少
に
転
じ
て

お
り
、
特
に
可
処
分
所
得
で
は
そ
の
変

化
は
明
確
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

単
身
世
帯
や
農
家
を
含
む
全
世
帯
で
は

二
人
以
上
世
帯
よ
り
も
同
じ
所
得
基
準

で
二
〜
三
％
ほ
ど
高
い
の
に
加
え
て
、

リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
後
も
上
昇
傾
向

が
続
い
て
い
る
。
近
年
に
お
け
る
低
所

得
世
帯
の
増
大
が
こ
こ
か
ら
も
読
み
取

れ
る
。

●
所
得
格
差
の
要
因

　

ア
ジ
ア
通
貨
危
機
後
、
二
〇
〇
〇
年

代
に
か
け
て
所
得
格
差
が
拡
大
し
、
そ

し
て
近
年
で
は
固
定
化
し
て
い
る
背
景

に
は
様
々
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
技

能
偏
向
的
な
技
術
進
歩
や
グ
ロ
ー
バ
ル

化
の
影
響
に
よ
り
、
高
学
歴
な
熟
練
労

働
者
（
大
卒
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
職
な

ど
）
の
需
要
増
が
起
こ
る
一
方
、
非
熟

練
労
働
者
の
競
争
力
は
低
下
し
て
賃
金

の
切
り
下
げ
圧
力
が
働
く
こ
と
で
所
得

格
差
が
広
が
る
と
さ
れ
る
が
、
韓
国
で

は
こ
う
し
た
要
因
は
必
ず
し
も
十
分
に

実
証
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
関
連
し

て
、
高
い
国
際
競
争
力
や
生
産
性
を
も

つ
輸
出
型
の
製
造
業
や
Ｉ
Ｔ
関
連
産
業

の
シ
ェ
ア
が
減
少
す
る
一
方
で
、
低
い

生
産
性
や
過
当
競
争
に
苦
し
む
内
需
向

け
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
は
拡
大
し
て
い
る

と
い
う
産
業
構
造
上
の
問
題
も
あ
る
。

ま
た
、
日
本
の
所
得
格
差
の
主
要
因
と

さ
れ
る
人
口
高
齢
化
や
そ
れ
に
と
も
な

う
世
帯
構
造
の
変
化
、
世
帯
規
模
の
減

少
も
近
年
の
韓
国
の
所
得
格
差
の
要
因

と
し
て
指
摘
さ
れ
始
め
て
い
る
。

　

し
か
し
、
韓
国
に
お
け
る
所
得
格
差

の
拡
大
は
、
非
正
規
職
雇
用
や
零
細
自

営
業
層
の
増
加
と
い
っ
た
雇
用
構
造
や

労
働
市
場
の
変
化
に
と
も
な
う
中
間
層

や
低
所
得
者
層
の
勤
労
所
得
減
に
よ
る

と
こ
ろ
が
大
き
い
と
さ
れ
、
こ
れ
ま
で

も
様
々
な
研
究
で
実
証
さ
れ
て
き
た

（
例
え
ば
高
安
［
二
〇
一
〇
］）。
実

際
、
二
人
以
上
世
帯
の
経
常
所
得
に
占

め
る
勤
労
所
得
（
賃
金
所
得
＋
事
業
所

得
）
の
割
合
は
二
〇
〇
二
年
以
降
漸
進

的
に
低
下
し
て
い
る
が
、
高
所
得
階
層

で
は
ほ
ぼ
横
ば
い
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
中
・
低
所
得
階
層
で
は
大
き
な
減

少
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
低
所
得
階
層

で
は
賃
金
所
得
の
比
重
が
大
幅
に
下
落

す
る
な
か
で
、
事
業
所
得
の
割
合
は
相

対
的
に
増
加
す
る
趨
勢
を
み
せ
て
お

り
、
こ
れ
は
企
業
を
退
職
・
離
職
し
て

自
営
業
を
選
択
す
る
人
が
増
え
て
い
る

傾
向
を
示
し
て
い
る
。

●
雇
用
形
態
間
の
格
差

　

所
得
格
差
の
大
き
な
要
因
と
さ
れ
る

労
働
市
場
の
流
動
化
や
雇
用
環
境
の
不

安
定
化
が
も
た
ら
し
た
、
正
規
・
非
正

規
職
雇
用
の
分
化
お
よ
び
両
者
の
賃

金
・
待
遇
格
差
を
見
て
み
よ
う
。
表
3

に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
全
体
の
被
雇
用

者
数
が
増
加
す
る
な
か
で
正
規
・
非
正

規
職
の
規
模
も
増
大
し
た
が
、
李
政
権

期
に
は
正
規
職
比
率
に
若
干
の
増
加
が

20102009200820072006200520042003 2011

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

（％） 全世帯（市場）
二人以上世帯（市場）
全世帯（可処分）
二人以上世帯（可処分）

（出所）表 1と同じ。

図 1　相対的貧困率の推移
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み
ら
れ
る
一
方
で
、
非
正
規
職
比
率
は

微
減
し
た
。
非
正
規
職
は
時
限
的
雇
用

と
呼
ば
れ
る
有
期
雇
用
者
、
パ
ー
ト
な

ど
の
時
間
制
雇
用
者
、
派
遣
や
請
負
と

い
っ
た
非
典
型
雇
用
者
に
分
類
さ
れ

る
。
非
正
規
職
の
大
半
は
有
期
雇
用
者

（
そ
の
大
半
は
雇
用
期
間
に
定
め
の
あ

る
期
間
制
）
で
あ
る
が
、
近
年
の
非
正

規
職
比
率
の
微
減
は
こ
の
有
期
雇
用
比

率
の
減
少
が
影
響
し
て
い
る
。
そ
の
背

景
に
は
、
主
に
有
期
雇
用
者
を
対
象
と

し
た
「
非
正
規
職
保
護
法
」
の
施
行

（
二
〇
〇
七
年
七
月
）
が
あ
る
が
、
政

府
が
当
初
意
図
し
た
よ
う
な
契
約
期
間

終
了
後
の
正
規
職
へ
の
転
換
が
う
ま
く

進
ま
ず
、
職
場
や
形
態
を
変
え
て
非
正

規
職
に
滞
留
す
る
ケ
ー
ス
も
多
い
と
推

測
さ
れ
る
。

　

平
均
勤
続
期
間
で
み
る
と
、
正
規
職

は
近
年
約
八
〇
カ
月
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
非
正
規
職
は
三
〇
カ
月
未
満
に
と

ど
ま
る
。
有
期
雇
用
者
の
多
く
を
成
す

期
間
制
雇
用
者
の
契
約
期
間
も
一
年
以

下
で
あ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、

非
正
規
職
雇
用
の
不
安
定
性
は
依
然
と

し
て
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
非
正
規
職
の
多
く
は
施
設
管
理
や

保
健
・
社
会
福
祉
、
小
売
卸
や
宿
泊
・

飲
食
業
と
い
っ
た
サ
ー
ビ
ス
部
門
、
自

動
車
や
造
船
な
ど
の
製
造
業
や
建
設
業

の
単
純
労
務
な
ど
に
集
中
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
七
割
以
上
は
従
業
員
数

三
〇
人
未
満
の
中
小
零
細
企
業
に
集
中

し
て
お
り
、
企
業
規
模
が
小
さ
く
な
る

ほ
ど
非
正
規
職
比
率
も
高
ま
っ
て
い
く
。

　

表
4
お
よ
び
表
5
は
、
正
規
職
を
一

〇
〇
と
し
た
場
合
の
非
正
規
職
の
相
対

賃
金
（
月
平
均
・
時
間
当
た
り
）
を
示

し
て
い
る
。
正
規
職
に
比
べ
、
非
正
規

職
の
賃
金
は
月
平
均
で
五
〜
六
割
程
度

で
あ
る
が
、
そ
の
内
部
で
は
バ
ラ
ツ
キ

が
大
き
い
。
非
正
規
職
は
正
規
職
よ
り

も
週
平
均
労
働
時
間
が
五
〜
七
時
間
少

な
い
た
め
、
時
間
当
た
り
賃
金
で
は
正

規
職
の
六
〜
七
割
程
度
と
若
干
上
が
る

が
、
こ
こ
で
も
非
正
規
職
内
部
で
の
格

差
は
存
在
す
る
。
し
か
し
重
要
な
の

は
、
形
態
に
か
か
わ
ら
ず
非
正
規
職
の

相
対
賃
金
は
李
政
権
期
に
は
そ
れ
以
前

に
比
べ
て
明
ら
か
に
下
落
し
て
お
り
、

こ
の
時
期
に
正
規
・
非
正
規
職
の
賃
金

格
差
が
拡
大
し
た
様
相
を
示
し
て
い
る
。

　

表
6
で
は
雇
用
形
態
別
に
社
会
保
険

加
入
率
の
推
移
を
示
し
て
い
る
が
、
非

正
規
職
全
体
の
各
種
社
会
保
険
へ
の
加

入
率
は
正
規
職
の
半
分
ほ
ど
で
あ
り
、

伸
び
も
正
規
職
に
比
べ
て
緩
慢
で
あ

る
。
そ
れ
で
も
、
有
期
雇
用
者
の
加
入

率
や
そ
の
伸
び
は
相
対
的
に
高
い
も
の

	 表 3　形態別被雇用者規模の推移	 （単位：千名、％）

全体 正規職
非正規職

全体 時限的雇用 非典型雇用 時間制雇用
期間制 反復更新 継続不可

2002.8 14,030（100） 10,190（72.6） 3,839（27.4） 2,063（14.7） 1,536（10.9） 281（2.0） 247（1.8） 1,742（12.4） 807（5.8）
2003.8 14,149（100） 9,542（67.4） 4,606（32.6） 3,013（21.3） 2,403（17.0） 248（1.8） 362（2.6） 1,678（11.9） 929（6.6）
2004.8 14,584（100） 9,190（63.0） 5,394（37.0） 3,597（24.7） 2,491（17.1） 580（4.0） 526（3.6） 1,948（13.4） 1,072（7.4）
2005.8 14,968（100） 9,486（63.4） 5,482（36.6） 3,614（24.2） 2,728（18.2） 302（2.0） 585（3.9） 1,907（12.7） 1,044（7.0）
2006.8 15,351（100） 9,894（64.5） 5,457（35.6） 3,626（23.6） 2,722（17.7） 465（3.0） 439（2.9） 1,933（12.6） 1,135（7.4）
2007.8 15,882（100） 10,180（64.1） 5,703（35.9） 3,546（22.3） 2,531（15.9） 555（3.5） 460（2.9） 2,208（13.9） 1,201（7.6）
2008.8 16,103（100） 10,658（66.2） 5,445（33.8） 3,288（20.4） 2,365（14.7） 374（2.3） 549（3.4） 2,137（13.3） 1,229（7.6）
2009.8 16,479（100） 10,725（65.1） 5,754（34.9） 3,507（21.3） 2,815（17.1） 170（1.0） 521（3.2） 2,283（13.9） 1,426（8.7）
2010.8 17,048（100） 11,362（66.7） 5,685（33.4） 3,281（19.2） 2,494（14.6） 305（1.8） 481（2.8） 2,289（13.4） 1,620（9.5）
2011.8 17,510（100） 11,515（65.8） 5,994（34.2） 3,442（19.7） 2,668（15.2） 339（1.9） 436（2.5） 2,427（13.9） 1,702（9.7）
2012.8 17,734（100） 11,823（66.7） 5,911（33.3） 3,403（19.2） 2,714（15.3） 289（1.6） 400（2.3） 2,286（12.9） 1,826（10.3）

（出所）統計庁「経済活動人口調査」各年度。

表 4　非正規職の相対賃金（月平均）

正規職
非正規職

全体 時限的
雇　用

非典型
雇　用

時間制
雇　用期間制 反復更新 継続不可

2003.8 100.0 61.3 65.1 64.5 88.1 53.4 58.2 29.8
2004.8 100.0 65.0 69.5 67.0 96.2 51.9 60.3 30.4
2005.8 100.0 62.7 67.2 68.2 91.7 50.1 58.5 28.3
2006.8 100.0 62.8 68.8 67.7 93.0 49.8 54.8 28.9
2007.8 100.0 63.5 71.7 70.6 97.0 47.0 55.4 27.9
2008.8 100.0 60.9 68.5 70.0 87.1 49.5 56.3 27.0
2009.8 100.0 54.6 59.1 59.6 87.7 47.2 54.1 24.3
2010.8 100.0 54.8 61.0 59.3 98.6 46.2 54.4 24.6
2011.8 100.0 56.4 62.9 61.3 92.2 50.1 55.3 25.3
2012.8 100.0 56.6 63.7 62.8 87.3 52.7 56.2 24.7

（出所）表 3と同じ。

表 5　非正規職の相対賃金（時間当たり）

正規職
非正規職

全体 時限的
雇　用

非典型
雇　用

時間制
雇　用期間制 反復更新 継続不可

2003.8 100.0 71.6 70.4 70.7 88.4 55.8 85.1 66.3
2004.8 100.0 73.5 75.9 75.6 96.3 54.7 80.2 66.0
2005.8 100.0 70.5 72.4 74.5 89.1 54.1 76.7 63.2
2006.8 100.0 71.0 74.3 74.6 94.0 51.3 73.1 60.1
2007.8 100.0 70.9 76.1 76.3 98.1 48.0 66.6 60.1
2008.8 100.0 68.0 72.7 75.1 88.4 51.6 64.7 59.4
2009.8 100.0 61.5 64.1 65.5 87.2 48.7 56.2 57.0
2010.8 100.0 62.5 66.2 65.8 100.8 46.4 55.5 57.4
2011.8 100.0 65.3 69.3 69.0 93.7 52.4 59.3 58.5
2012.8 100.0 64.3 69.0 69.4 86.5 54.2 64.3 58.7

（出所）表 3と同じ。
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が
あ
る
。
退
職
金
や
時
間
外
手

当
、
有
給
休
暇
の
取
得
と
い
っ

た
待
遇
面
で
も
（
表
7
）、
正

規
・
非
正
規
職
間
に
は
歴
然
と

し
た
格
差
が
存
在
し
、
解
消
あ

る
い
は
縮
小
す
る
方
向
に
は
進

ん
で
い
な
い
。
こ
う
し
た
社
会

保
険
や
待
遇
面
で
の
恩
恵
は
、

中
小
零
細
企
業
に
な
る
ほ
ど
小

さ
く
な
る
が
、
非
正
規
職
で
は

そ
の
傾
向
が
よ
り
顕
著
と
な
る
。

●
高
齢
化
す
る
自
営
業
層

　

雇
用
形
態
の
違
い
と
並
ん

で
、
近
年
の
格
差
要
因
と
し
て

注
目
さ
れ
る
の
が
自
営
業
層
の

存
在
で
あ
る
。
韓
国
の
自
営
業

層
は
、
産
業
化
の
過
程
で
経
済

活
動
の
組
織
化
が
急
速
に
進
展

し
て
い
っ
た
一
方
で
、
経
済
成

長
と
と
も
に
歴
史
的
に
拡
大
し

て
き
た
。
図
2
に
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
自
営
業
従
事
者
（
自
営

業
者
＋
無
給
家
族
従
事
者
）
の

規
模
は
二
〇
〇
三
年
以
降
減
少

傾
向
に
あ
り
、
特
に
李
政
権
期

に
は
急
激
な
縮
小
が
み
ら
れ

た
。
全
就
業
人
口
に
占
め
る
割

合
も
低
減
し
て
い
る
が
、
近
年

で
も
約
三
割
に
達
し
て
お
り
、

こ
れ
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
の
な
か

で
も
ト
ル
コ
や
ギ
リ
シ
ャ
、
メ
キ
シ
コ

に
次
ぐ
高
さ
で
あ
る
。
ま
た
、
自
営
業

層
は
退
出
入
が
激
し
く
流
動
性
も
高
い

の
が
特
徴
で
あ
り
、
事
業
規
模
も
従
業

員
数
五
人
未
満
と
零
細
で
あ
る
こ
と
が

多
い
。

　

一
方
で
自
営
業
層
内
部
で
は
近
年
、

高
齢
化
が
急
速
に
進
行
し
て
い
る
。
二

〇
〇
〇
年
代
半
ば
頃
ま
で
は
三
〇
〜
四

〇
代
が
自
営
業
層
の
半
数
以
上
を
占
め

て
い
た
が
、
二
〇
〇
九
年
に
は
五
〇
代

以
上
の
年
代
が
三
〇
〜
四
〇
代
を
上
回

る
よ
う
に
な
り
、
二
〇
一
〇
年
以
降
は

五
〇
代
以
上
が
大
半
を
成
す
に
至
っ

た
。
現
在
、
自
営
業
層
で
最
も
多
い
年

代
は
五
〇
代
で
、
次
い
で
四
〇
代
、
六

〇
代
以
上
と
続
く
。
自
営
業
層
の
高
齢

化
が
進
む
背
景
に
は
、
国
民
年
金
な
ど

公
的
年
金
制
度
が
給
付
面
で
未
成
熟
で

あ
る
た
め
、
定
年
退
職
後
に
再
就
業
を

試
み
る
も
、
そ
の
難
し
さ
か
ら
手
っ
取

り
早
い
自
営
業
を
選
択
す
る
ケ
ー
ス
が

多
い
事
情
が
あ
る
。
ま
た
、
主
に
四
〇

代
な
ど
で
は
、
不
安
定
な
雇
用
情
勢
か

ら
早
期
退
職
後
に
退
職
金
な
ど
を
元
手

に
独
立
す
る
ケ
ー
ス
も
珍
し
く
な
い
。

　

自
営
化
す
る
業
種
は
圧
倒
的
に
サ
ー

ビ
ス
業
が
多
く
、
主
に
卸
売
・
小
売
業

や
運
送
業
、
飲
食
・
宿
泊
業
な
ど
に
偏

重
し
て
い
る
。
し
か
し
、
独
立
以
前
の

職
業
キ
ャ
リ
ア
で
習
得
し
た
技
能
や
経

験
を
活
か
せ
る
同
業
種
で
の
起
業
よ

り
、
知
識
や
経
験
な
ど
に
乏
し
い
異
業

種
で
創
業
す
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
た

め
、
事
業
資
金
と
し
て
多
額
の
資
本
借

り
入
れ
を
金
融
機
関
な
ど
か
ら
行
っ
た

と
し
て
も
、
過
当
競
争
か
ら
廃
業
や
倒

産
に
追
い
込
ま
れ
、
多
額
の
負
債
を
抱

え
込
む
と
同
時
に
貧
困
層
に
陥
る
可
能

性
が
自
営
業
層
で
は
高
い
。
図
3
は
自

営
業
世
帯
と
被
雇
用
者
世
帯
（
と
も
に

二
人
以
上
世
帯
）
の
実
質
可
処
分
所
得

の
推
移
を
示
し
て
い
る
が
、
二
〇
〇
七

年
ま
で
広
が
っ
て
い
っ
た
両
世
帯
の
所

得
格
差
は
、
被
雇
用
者
の
世
帯
所
得
の

伸
び
悩
み
な
ど
に
よ
り
二
〇
〇
八
年
以

降
は
縮
小
し
て
い
く
傾
向
に
あ
る
。
そ

	 表 6　雇用形態別の社会保険加入率	 （単位：％）

国民年金 健康保険 雇用保険
2004 2006 2008 2010 2012 2004 2006 2008 2010 2012 2004 2006 2008 2010 2012

正規職 72.5 76.1 77.3 78.4 80.3 73.8 76.1 78.0 79.5 82.2 61.5 64.7 65.8 75.7 78.9
非正規職 37.5 38.2 39.0 38.1 39.0 40.1 40.0 41.5 42.1 45.4 36.1 36.3 39.2 41.0 43.3
　時限的雇用 47.8 51.4 56.4 58.6 58.6 50.5 53.2 59.8 64.6 67.7 45.5 49.0 56.0 61.9 63.5
　非典型雇用 25.7 22.0 23.6 22.3 23.0 29.7 25.4 28.1 28.8 32.5 25.2 20.8 25.8 28.6 29.9
　時間制雇用 2.4 3.2 6.4 9.3 12.2 3.7 3.8 6.1 10.6 14.6 3.6 3.2 6.3 10.7 15.0

（出所）表 3と同じ。

	 表 7　雇用形態別の待遇取得比率	 （単位：％）

退職金 時間外手当 有給休暇
2004 2006 2008 2010 2012 2004 2006 2008 2010 2012 2004 2006 2008 2010 2012

正規職 67.4 67.9 74.5 76.6 80.2 55.8 53.9 53.5 55.4 56.2 58.2 55.0 65.4 71.3 71.0
非正規職 31.3 30.3 35.6 35.9 39.6 22.2 21.5 20.7 22.5 23.2 24.6 23.1 28.0 33.6 32.1
　時限的雇用 40.1 41.7 51.7 55.2 59.5 28.3 29.6 30.2 33.0 33.8 31.8 31.9 41.5 52.7 49.3
　非典型雇用 21.5 16.2 24.3 26.1 29.7 14.0 9.6 11.2 14.4 14.5 14.3 10.8 15.5 21.7 19.9
　時間制雇用 2.0 1.6 3.7 6.7 10.1 1.8 2.4 2.2 5.7 6.7 1.6 2.1 2.4 6.0 6.8

（出所）表 3と同じ。
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（％）
9,000
8,000
7,000
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（千名）
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20

■自営業者　■無給家族従事者
　　自営業従事者比率（右目盛）

（出所）表 3と同じ。

図 2　自営業従事者の規模と比率の推移
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れ
で
も
、
依
然
と
し
て
自
営
業
世
帯
の

所
得
は
相
対
的
に
低
く
、
ま
た
五
〇
代

以
上
の
自
営
業
世
帯
の
相
対
的
貧
困
率

は
同
年
代
の
被
雇
用
者
世
帯
に
比
べ
て

と
り
わ
け
高
い
と
い
う
デ
ー
タ
も
あ
る
。

●
深
刻
化
す
る
若
年
層
の
就
職
難

　

韓
国
の
格
差
社
会
の
温
床
と
し
て
し

ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
の
が
、
進
学
や
就

職
に
お
け
る
熾
烈
な
競
争
の
末
も
た
ら

さ
れ
る
若
年
層
内
部
で
の
「
勝
ち
組
」

と
「
負
け
組
」
の
分
化
で
あ
る
。
昨
年

の
大
統
領
選
挙
で
も
雇
用
対
策
が
重
要

公
約
に
掲
げ
ら
れ
た
が
、
そ
の
背
景
に

は
安
定
し
た
「
良
質
」
な
就
職
先
を
求

め
る
若
年
層
の
深
刻
な
就
業
難
が
あ
る
。

　

図
4
に
示
す
と
お
り
、
全
体
の
失
業

率
が
三
％
台
と
低
位
に
推
移
し
て
い
る

の
に
対
し
、
二
〇
代
の
失
業
率
は
そ
の

二
倍
以
上
と
高
止
ま
り
し
て
い
る
。
ま

た
、
一
八
〜
二
九
歳
の
若
年
層
の
就
業

者
数
も
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
減
少
の
一

途
を
辿
り
、
雇
用
率
も
二
〇
〇
四
年
を

ピ
ー
ク
に
減
少
傾
向
が
続
い
て
き
た

（
女
性
よ
り
も
男
性
で
顕
著
）。
若
年
層

の
雇
用
率
を
さ
ら
に
年
齢
層
別
に
細
分

化
し
て
見
て
み
る
と
、
二
七
〜
二
九
歳

で
は
上
昇
傾
向
に
あ
る
の
に
対
し
て
、

そ
の
他
の
年
齢
層
で
は
そ
ろ
っ
て
下
落

す
る
趨
勢
に
あ
り
、
か
つ
低
い
年
齢
層

ほ
ど
雇
用
率
も
低
く
な
る
。
そ
の
理
由

の
ひ
と
つ
は
、
大
学
卒
業
後
の
就
職
難

を
憂
慮
し
て
留
学
や
進
学
、
休
学
な
ど

に
よ
っ
て
就
職
準
備
の
た
め
に
在
学
期

間
を
延
長
す
る
若
年
層
が
多
く
い
る
こ

と
に
あ
る
。
ま
た
、
低
い
年
齢
層
ほ
ど

学
歴
が
大
卒
未
満
で
あ
る
割
合
が
高

く
、
そ
う
し
た
相
対
的
に
低
い
学
歴
が

就
職
に
不
利
に
働
い
て
い
る
可
能
性
も

否
め
な
い
（
二
〇
一
一
年
基
準
の
大
卒

平
均
年
齢
は
男
性
二
五
・
六
歳
、
女
性

二
三
・
四
歳
）。

　

し
か
し
、
よ
り
根
本
的
な
問
題
は
雇

用
需
給
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
韓
国
の
大
学

進
学
率
は
今
や
八
割
近
く
ま
で
高
ま

り
、
高
学
歴
の
人
材
が
大
量
に
労
働
市

場
に
供
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

彼
ら
が
希
望
す
る
大
企
業
ホ
ワ
イ
ト
カ

ラ
ー
職
と
し
て
の
受
け
皿
は
決
し
て
大

き
く
な
い
。
そ
こ
か
ら
漏
れ
た
人
材
の

な
か
に
は
労
働
市
場
外
で
待
機
者
と
し

て
滞
留
す
る
者
が
い
る
一
方
、
中
小
零

細
企
業
な
ど
で
は
人
材
不
足
が
続
い
て

い
る
。
妥
協
し
て
希
望
外
の
企
業
に
就

職
し
て
も
、
労
働
条
件
や
環
境
に
不
満

を
抱
く
な
ど
の
自
発
的
な
理
由
か
ら
、

学
校
を
卒
業
し
た
若
年
層
の
七
割
程
度

は
離
職
を
経
験
し
て
い
る
。
他
方
で
若

年
被
雇
用
者
の
七
割
以
上
は
正
規
職
に

従
事
し
、
彼
ら
の
実
質
賃
金
も
決
し
て

下
が
っ
て
お
ら
ず
、
若
年
雇
用
の
質
は

改
善
さ
れ
て
き
て
い
る
の
も
事
実
で
あ

る
。
大
企
業
の
正
規
職
と
し
て
就
業
で

き
る
か
否
か
は
生
涯
所
得
水
準
の
み
な

ら
ず
、
社
会
的
威
信
に
も
関
わ
っ
て
く

る
た
め
、
韓
国
の
若
年
層
は
就
職
に
対

し
て
よ
り
慎
重
な
姿
勢
に
転
じ
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

●
脆
弱
な
高
齢
者
の
所
得
保
障

　

前
述
の
よ
う
に
、
全
体
の
所
得
格
差

は
固
定
化
す
る
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、

高
齢
者
世
帯
間
で
は
む
し
ろ
広
が
る
様

相
を
示
し
て
お
り
、
今
後
の
高
齢
化
の

進
展
が
全
体
の
所
得
格
差
拡
大
に
つ
な

が
っ
て
い
く
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら

れ
る
。
韓
国
の
少
子
高
齢
化
は
日
本
以

上
の
ス
ピ
ー
ド
で
進
行
し
て
い
く
と
さ

れ
る
が
、
高
齢
化
の
新
た
な
特
徴
と
し

て
朝
鮮
戦
争
後
に
生
ま
れ
た
ベ
ビ
ー

ブ
ー
ム
世
代
（
一
九
五
五
〜
六
三
年
生

ま
れ
）
が
定
年
（
法
定
で
は
五
五
歳
、

平
均
で
は
五
〇
歳
代
前
半
）
を
迎
え
つ

つ
あ
り
、
今
後
年
金
を
受
給
し
て
い
く

時
期
に
差
し
掛
か
っ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
高
齢
社
会
対
策
の
基
盤
と
し
て
李

政
権
期
に
策
定
さ
れ
、
朴
政
権
に
も
引

き
継
が
れ
て
い
る
「
第
二
次
低
出
産
・

高
齢
社
会
基
本
計
画
（
二
〇
一
一
〜
二

〇
一
五
）」
で
は
、
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
世

代
の
定
年
・
引
退
に
と
も
な
う
高
齢
者
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（出所）統計庁「家計調査」各年度。

図 3　	被雇用者世帯と自営業世帯の実質可処分所得の推移	
（二人以上世帯）

20122011201020092008200720062005200420032000 2001 2002

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

（千名）
60.0

50.0

10.0

0.0
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（出所）表 3と同じ。

図 4　若年就業者数と雇用率および失業率の推移
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の
所
得
保
障
や
再
雇
用
対
策
が
重
点
課

題
と
な
っ
て
い
る
。

　

韓
国
の
老
後
所
得
保
障
体
系
は
、
公

的
扶
助
で
あ
る
国
民
基
礎
生
活
保
障
や

基
礎
老
齢
年
金
を
土
台
と
し
て
、
社
会

保
険
で
あ
る
国
民
年
金
や
特
殊
職
域
年

金
（
一
層
）、
私
的
年
金
で
あ
る
退
職

金
や
個
人
年
金
（
二
〜
三
層
）
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
公
的
年
金

制
度
は
い
ま
だ
成
熟
段
階
に
至
っ
て
お

ら
ず
、
低
負
担
・
低
給
付
構
造
に
起
因

す
る
低
い
所
得
代
替
率
、
納
付
例
外
者

や
長
期
滞
納
者
と
い
っ
た
恩
恵
を
享
受

で
き
な
い
広
範
な
死
角
地
帯
の
問
題
な

ど
を
抱
え
て
い
る
た
め
、
老
後
の
所
得

保
障
と
し
て
十
分
に
機
能
し
て
い
な

い
。
そ
の
た
め
、
政
府
は
退
職
年
金
や

個
人
年
金
な
ど
の
私
的
所
得
保
障
の
参

与
も
積
極
的
に
奨
励
す
る
こ
と
で
、
多

層
的
な
高
齢
者
所
得
保
障
体
系
の
確
立

を
目
指
し
て
い
る
が
、
資
産
や
年
金
の

準
備
状
況
に
は
個
人
や
世
帯
の
属
性
に

よ
っ
て
格
差
が
あ
る
。

　

公
的
な
老
後
所
得
保
障
の
脆
弱
性

は
、
所
得
再
分
配
政
策
の
効
果
や
効
率

性
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
表
8
に
示
す

よ
う
に
、
所
得
再
分
配
前
後
の
ジ
ニ
係

数
の
変
化
分
と
し
て
示
さ
れ
る
改
善
度

は
、
公
的
移
転
（
年
金
や
公
的
扶
助
な

ど
）
が
高
齢
者
世
帯
で
現
役
世
帯
よ
り

も
高
い
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
。
し
か

し
、
改
善
度
を
可
処
分
所
得
に
占
め
る

公
的
移
転
所
得
の
比
重
で
除
し
た
効
率

度
を
み
る
と
、
高
齢
者
世
帯
で
は
効
率

性
は
低
下
し
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
期

間
内
に
公
的
移
転
所
得
の
比
重
が
増
大

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
見
合

う
ほ
ど
改
善
度
は
高
ま
っ
て
い
な
い
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。
租
税
等
に
至
っ

て
は
、
全
体
的
に
公
的
移
転
よ
り
も
改

善
度
が
低
い
ば
か
り
か
、
高
齢
者
世
帯

で
は
不
平
等
度
が
む
し
ろ
高
ま
り
続
け

て
き
た
。
租
税
等
に
よ
る
所
得
再
分
配

の
効
率
度
も
公
的
移
転
よ
り
低
く
、
近

年
で
は
低
下
す
る
様
相
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
租
税
や
社
会
保
障
負
担

な
ど
が
所
得
再
分
配
機
能
に
占
め
る
割

合
が
低
い
こ
と
や
、
課
税
や
保
険
料
負

担
の
逆
進
性
が
強
い
構
造
的
な
問
題
に

よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
現
状
の
脆
弱
な
老
後
所

得
保
障
や
不
安
定
な
高
齢
者
の
就
業
状

況
で
は
、
今
後
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
世
代
が

大
量
に
定
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
退

職
後
年
金
受
給
ま
で
の
期
間
は
お
ろ
か

受
給
年
齢
後
に
も
高
齢
貧
困
層
が
量
産

さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
う
な
れ

ば
、
こ
れ
ま
で
労
働
市
場
の
変
化
や
雇

用
構
造
・
環
境
の
不
安
定
化
が
主
導
し

て
い
た
所
得
格
差
が
、
人
口
高
齢
化
に

よ
っ
て
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
く
こ
と
が

懸
念
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
高
齢
化
社
会

に
お
け
る
経
済
格
差
要
因
の
変
容
は
、

高
齢
層
の
高
い
支
持
を
背
景
に
誕
生
し

た
朴
政
権
の
福
祉
や
雇
用
な
ど
社
会
政

策
全
般
の
遂
行
に
と
っ
て
、
重
大
な
課

題
を
突
き
つ
け
て
い
る
。
折
し
も
、
朴

政
権
は
現
在
の
「
高
齢
社
会
基
本
計

画
」
に
続
く
対
策
の
策
定
や
国
民
年
金

を
は
じ
め
と
す
る
社
会
保
険
改
革
な
ど

を
控
え
て
お
り
、
今
後
の
政
策
的
対
応

が
注
目
さ
れ
る
。

（
わ
た
な
べ　

ゆ
う
い
ち
／
ア
ジ
ア
経
済

研
究
所　

東
ア
ジ
ア
研
究
グ
ル
ー
プ
）

《
参
考
文
献
》
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日
本
語
）

①�

株
本
千
鶴
［
二
〇
一
二
］「
韓
国
に
お

け
る
高
齢
者
の
所
得
保
障
」（
東
京
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学
社
会
科
学
研
究
所
編
『
社
會
科
學
研

究
』
第
六
三
巻
第
五
・
六
合
併
号
）。

②�

高
安
雄
一
［
二
〇
一
〇
］「
所
得
格
差

の
拡
大
」（
財
団
法
人
環
日
本
海
経
済

研
究
所
編
『
韓
国
経
済
の
現
代
的
課

題
』
日
本
評
論
社
）。

（
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国
語
）

①�

キ
ム
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ボ
ク
ス
ン
［
二
〇
一
三
］「
自

営
業
者
の
雇
用
構
造
変
化
と
特
徴
」（
韓

国
労
働
研
究
院
『
労
働
レ
ビ
ュ
ー
』
第

九
四
号
）。

②�

キ
ム
・
ム
ン
ギ
ル
［
二
〇
一
二
］「
我

が
国
の
所
得
不
平
等
の
様
相
と
対
応
戦

略
」（
韓
国
保
健
社
会
研
究
院
『
保
健

福
祉
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
第
一
八
九
号
）。

③�

ク
ム
・
ジ
ェ
ホ
［
二
〇
一
二
］「
青
年

就
業
難
の
悪
化
（
Ⅰ
）：
被
害
者
は
誰

な
の
か
？
」（
韓
国
労
働
研
究
院
『
労

働
レ
ビ
ュ
ー
』
第
八
五
号
）。

④�

パ
ン
・
ジ
ョ
ン
ホ
［
二
〇
一
三
］「
我

が
国
の
所
得
不
平
等
実
態
と
再
分
配
政

策
の
効
果
」（
韓
国
労
働
研
究
院
『
労

働
レ
ビ
ュ
ー
』
第
九
四
号
）。

表 8　所得再分配政策による改善度と効率度
改善度 効率度

全体 現役世帯 高齢者世帯 全体 現役世帯 高齢者世帯

公的移転 租税等 公的移転 租税等 公的移転 租税等 公的移転 租税等 公的移転 租税等 公的移転 租税等

2003 0.011 0.005 0.006 0.005 0.078 －0.006 0.344 0.062 0.273 0.067 0.388 －0.150

2004 0.013 0.005 0.007 0.006 0.078 －0.003 0.379 0.071 0.318 0.077 0.433 －0.068

2005 0.014 0.005 0.009 0.005 0.075 －0.007 0.349 0.068 0.310 0.064 0.383 －0.156

2006 0.016 0.006 0.010 0.006 0.078 －0.005 0.372 0.076 0.333 0.075 0.373 －0.089

2007 0.019 0.007 0.012 0.007 0.072 －0.001 0.367 0.078 0.343 0.079 0.321 －0.015

2008 0.020 0.007 0.013 0.007 0.072 －0.004 0.352 0.080 0.342 0.080 0.303 －0.049

2009 0.023 0.003 0.015 0.003 0.082 －0.005 0.370 0.038 0.366 0.033 0.300 －0.075

2010 0.024 0.003 0.016 0.002 0.088 －0.002 0.369 0.028 0.400 0.022 0.289 －0.022

2011 0.024 0.002 0.016 0.001 0.087 0.001 0.357 0.016 0.381 0.010 0.298 0.013

（出所）表 1と同じ。
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